
【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
介
護
保
険
課 
介
護
保
険
係

�
☎
７
７
３

－

６
６
７
５

第
７
期
介
護
保
険
事
業

新
規
事
業
所
の
開
設
者
を
公
募

　
第
７
期
南
魚
沼
市
介
護
保
険
事
業
計
画

に
基
づ
き
、
令
和
２
年
度
に
整
備
す
る
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
新
規
開
設
者

を
公
募
し
ま
す
。

　
新
規
開
設
者
に
決
定
し
た
場
合
は
、
施

設
整
備
と
開
設
準
備
に
係
る
経
費
に
つ
い

て
、
新
潟
県
介
護
基
盤
整
備
事
業
費
補
助

金
を
活
用
し
て
、
市
が
補
助
を
行
い
ま
す
。

公
募
事
業

・
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

�

　
１
か
所
（
２５
人
）

応
募
要
件
（
す
べ
て
に
該
当
）

①

介
護
保
険
法
第
７８
条
の
２
第
４
項
各
号

に
規
定
す
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い

②「
南
魚
沼
市
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
」
に
規
定
す
る
、
各
指
定
基
準
を
満

た
す
こ
と
が
で
き
る
事
業
所

③

事
業
所
運
営
に
係
る
介
護
人
材
が
確
保

で
き
る
、
ま
た
は
確
保
計
画
が
あ
る
事

業
者

公
募
期
間

　
６
月
３
日
㈪
～
２８
日
㈮

事
業
者
の
選
定

　
介
護
保
険
事
業
所
の
実
績
、
応
募
の
理

由
・
意
志
、
事
業
の
実
現
性
な
ど
を
考
慮

し
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会

で
選
定
し
ま
す
。

申
込
み

　
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
ご
提

出
く
だ
さ
い
。
申
込
書
・
添
付
書
類
は
、

介
護
保
険
課
で
配
付
。

【
問
合
せ
・
申
込
み
】
南
魚
沼
市
社
会

福
祉
協
議
会 

地
域
福
祉
係

�

☎
７
７
３

－
６
９
１
１

�

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
７
７
３

－

２
２
２
３

赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習
会

　

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
を
用
い
た
救

急
法
を
学
び
ま
せ
ん
か
？

日
時　
５
月
１９
日
㈰

　
午
前
９
時
～
午
後
１
時

会
場　
塩
沢
公
民
館

費
用

　
１
，５
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
）

定
員　
１６
人
（
先
着
順
）

締
切
り　
５
月
７
日
㈫

申
込
み　
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

実
技
の
で
き
る
服
装
で
お
こ
し
く
だ
さ

い
主
催

　



新
潟
県
赤
十
字
安
全
奉
仕
団

南
魚
沼

分
団

※

南
魚
沼
分
団
員
と
し
て
活
動
い
た
だ
け

る
人
を
募
集
中
で
す

【
問
合
せ
】
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
７

高
齢
者
世
帯
の
訪
問
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
な
ど
の

世
帯
状
況
調
査
に
伺
い
ま
す
。

実
施
時
期　
５
月
中
旬
～
６
月

対
象
世
帯

・
ひ
と
り
暮
ら
し
の
世
帯

・
高
齢
者
の
み
の
世
帯

・
高
齢
者
と
１５
歳
未
満
の
み
の
世
帯

・
重
度
障
が
い
者
の
み
の
世
帯

　
調
査
結
果
は
、
見
守
り
活
動
や
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
案
内
な
ど
に
活
用
し

ま
す
。

【
問
合
せ
】
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
７

５
月
１２
日
㈰
は

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」

　
５
月
１２
日
は
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
日
」、
１２
日
～
１８
日
は
「
活
動
強
化
週

間
」
で
す
。
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
対

す
る
理
解
を
深
め
、
自
主
的
な
活
動
を
充

実
強
化
す
る
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
の
実
情
を
ふ
ま
え
た
「
わ
が
ま
ち

な
ら
で
は
」
の
活
動
方
針
に
基
づ
き
、
関

係
団
体
が
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
活
動
を
展
開
し

ま
す
。

　
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
で
は
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

存
在
と
活
動
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
に
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
広
報
・

周
知
活
動
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
オ
レ
ン

ジ
色
（
六
日
町
・
塩
沢
地
域
）
や
黄
色

（
大
和
地
域
）
の
ブ
ル
ゾ
ン
を
着
用
し
て

Ｐ
Ｒ
活
動
を
実
施
し
ま
す
。
気
軽
に
お
声

か
け
く
だ
さ
い
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
相
談
者
の

立
場
に
立
っ
て
、
心
配
ご
と
や
困
り
ご
と

を
解
決
す
る
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

軽トラ市での活動を終えて（つむぎ通り）

※

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
名
簿
を
１０
・

１１
ペ
ー
ジ
に
掲
載
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